
○各自治体子どもに関する条例の項目立て別比較

自治体名

当初施行日

全24条で構成。自治
に関する仕組みや制度
の基本を定めた理念条
例。第6条に子どもの
まちづくりに参加する
権利を規定。

備考

全41条で構成。子ど
もの権利に関する条例
としては、日本で初め
て制定。条約の理念に
基づき、子どもの権利
の保障を進めることを
宣言し制定された。

全32条で構成。子ど
もの人権の尊重と確保
の取り組みをより一層
推進するため、第三者
からなる子どもの人権
擁護機関を新たに設置
するため、平成25年4
月改正条例施行。

全23条で構成。子ど
も会議やアンケ－トか
ら子どもたちの思いが
こめられたキ－ワ－ド
を抽出。これを基に子
ども自身で検討すると
いう過程で出来上がっ
た条例。

全21条で構成。日本
国憲法と児童の権利に
関する条約の理念に基
づき、子どもたちの声
を聴くことに主眼を置
き制定された条例。

まちづくりの担い手

計画推進と評価
子どもの意見表明や

参加
子どもにやさしいま
ちづくりの推進

参画と協働

子どもの人権擁護
子どもの生活の場で
の権利の保障

大人等の役割

地域自治

雑則
子どもに関する施策
の推進と検証

市政運営

雑則 条例の見直しと検証

推進体制など
子どもの権利侵害か
らの救済と回復

施策の推進第5章

第6章

第7章

第8章

家庭、育ち・学ぶ施
設及び地域における
子どもの権利の保障

相談及び救済

子どもの権利に
関する行動計画

子どもの権利の保障
状況の検証

雑則

第1章

第2章

第3章

第4章 子どもの参加

前文

総則

人間としての大切
な子どもの権利

総則

まちづくりの基本原
則

子どもの大切な権利

前文 前文 前文 前文

総則 総則 総則

基本となる政策 子どもの権利の普及

各自治体条例項目

H12.12 H15.9H13.12 H27.4 H22.8

自治基本条例

川崎市 多治見市世田谷区 奈良市 高浜市

条例の名称
川崎市子どもの権利
に関する条例

多治見市子どもの権
利に関する条例

世田谷区子ども条例
奈良市子どもにやさ
しいまちづくり条例
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